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【誤訳訂正書】
【提出日】平成30年4月20日(2018.4.20)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項９】
　前記ｍ）段階は、前記データ管理サーバ１０がショートメッセージや電子メールを通じ
て認証ユーザ情報を個人データ管理アプリケーション６に伝送する段階である
　請求項８に記載の個人データの管理方法。
 
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１３】
　好ましくは、本発明に係る個人データの管理方法において、前記ｍ）段階は前記データ
管理サーバ１０がショートメッセージや電子メールを通じて証ユーザ情報を個人データ管
理アプリケーション６に伝送する段階である。
 
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６２】
　または、電子メールの代わりにショートメッセージを通じて識別情報を伝送することも
可能である。
　この時、第１ユーザ端末２－１の個人データ管理アプリケーション６は、電子メールを
受信するユーザの電子メール情報と共に受信者の端末である第３ユーザ端末２－３の識別
情報、第２ユーザ端末２－２の個人データ管理アプリケーション６の識別情報を共に格納
していなければならない。
　そして、第１ユーザ端末２－１の個人データ管理アプリケーション６は残りの分割デー
タを第２ユーザ端末２－２に伝送する。
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　その状態で、第３ユーザが個人データ管理アプリケーション６を通じてデータの復旧命
令を第２ユーザ端末２－２の個人データ管理アプリケーション６に発生させると、第２ユ
ーザ端末２－２の個人データ管理アプリケーション６は第３ユーザ端末２－３に分割デー
タを伝送する。
　それによって、第３ユーザ端末２－３の個人データ管理アプリケーション６は分割デー
タを受信するようになり、第１ユーザが伝送したパスワードを入力すると、データが画面
に出力されるようになる。
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